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    船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年９月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏    

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 不明（平成２８年３月１４日 １３時３０分ごろ～１５日 ０７時０

０分ごろの間） 

発生場所 銚子港第２漁船だまり 

銚子港第２漁船だまり河堤灯台から真方位１９０°２００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４４.１′ 東経１４０°５０.４′） 

事故の概要 漁船第八松
しょう

幸
こう

丸は、銚子港に係留中、甲板員３人が負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八松幸丸、１４トン 

 ＩＧ２－２５５１（漁船登録番号）、個人所有 

 １６.４９ｍ（Lr）×３.８０ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６１０kＷ、平成９年８月２５日 

 第２３１－１４５７８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１８年９月１４日 

  免許証交付日 平成２７年９月１６日 

         （平成３３年９月１３日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ２６歳 

甲板員Ｂ 男性 ４８歳 

甲板員Ｃ 男性 ６２歳 

 死傷者等 重傷 ３人（甲板員Ａ、甲板員Ｂ及び甲板員Ｃ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風速 約２０m/s、視界 不良 

海象：波向 北東、波高 約１ｍ 

 事故の経過  本船は、船長ほか甲板員３人が乗り組み、底引き網漁の目的で茨城

県北茨城市平潟
ひらかた

漁港を出港し、銚子港北東方沖の漁場で操業していた

ところ、時化
し け

てきたので、平成２８年３月１４日１０時３０分ごろ銚

子港に入り、岸壁に着岸していた漁船に左舷着けで係留した。 
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甲板員Ａは、１３時３０分ごろ、４サイクルガソリン機関駆動の発

電機（１００Ｖ、容量２.８kVA）（以下「本件発電機」という。）を運

転した。 

船長は、船内電源を主機駆動の発電機から本件発電機に切り替えて

主機を停止し、操舵室で仮眠をとった。 

甲板員３人は、上陸して買い物などの用事を済ませ、１６時００分

ごろ本船に帰り、船員室で休憩をとった。 

甲板員Ａは、２１時００分ごろ、本件発電機にガソリンを補給して

満タン（約１２ℓ）とした後、船員室に戻って甲板員Ｂ及び甲板員Ｃ

と共に睡眠をとった。 

船長は、１５日０７時００分ごろ船内電源を切り替えようと主機を

運転した際、甲板員３人が起きてこなかったので、船員室に向かい、

寝ていた３人に声を掛けたが返事がなく、意識がはっきりしていない

ように見えた。 

船長は、本件発電機が運転中であったので、排気が船員室内に充満

し、甲板員３人が排気を吸引しているのではないのかと思い、船員室

の窓及び左舷側の出入口の扉を開放し、０７時１５分ごろ１１９番に

通報した。 

船長は、０７時２０分ごろ本件発電機を停止した。 

甲板員３人は、救急車で病院に搬送されて一酸化炭素中毒と診断さ

れた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本船は、前部甲板上の中央に操舵室が、その下方に船員室があり、

船員室の左舷側には出入口が、右舷側には非常口がそれぞれ配置さ

れ、非常口から甲板に通じる区画（以下「本件区画」という｡）が設

けられていた。（図１参照） 
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本船は、主機駆動の発電機が設置されていたものの、銚子港係留中

は、主機の冷却海水ポンプが、取入口からゴミを吸入し、海水こし器

が閉塞するなどして主機の運転に支障を来すおそれがあるので、主機

を停止し、空冷の本件発電機によって船内電源を供給するようにして

いた。 

船員室は、船首尾方向の長さが約２.５ｍ、床面からの高さが約１.

４ｍであり、同室の後部に窓が設けられ、家庭用エアコンが１台設置

され、本事故当時、同エアコンが暖房運転されていた。 

船員室の右舷側には、非常口として引き戸（高さが約０.７５ｍ、

幅が約０.５ｍ）が設けられており、本事故当時は閉められていた。 

引き戸は、枠にゴムパッキンが装着されていたものの、同パッキン

に変形及び材料の劣化があり、気密を保てなくなっていた。 

船長は、本件発電機が重く（約８０kg）、搬送に手間を要するので

本件発電機を本件区画に約１か月半前から置いていた。 

本件区画の大きさは、幅が約０.７ｍ、船首尾方向の長さが約０.７

５ｍ、高さが約１.４ｍであった｡ 

本件発電機の大きさは、縦が約０.６８ｍ、横が約０.４５ｍ、高さ

が約０.５５ｍであった 

本船は、本事故当時、船尾側から風雨を受ける状況で係留してお

り、雨が入って来ないよう船員室の窓及び左舷側の出入口の扉が閉め

られていた。 

出入口の扉 

引き戸（非常口） 

本件区画 

船尾側 船首側 

外板 

甲 
 

板 

外板 

左舷側 

右舷側 

船員室 

図１ 船員室等の配置状況 

床
面 

窓 

寝台 

寝台 
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船長は、本件発電機の取扱説明書に記載された注意事項等を読んで

いなかった。 

本件発電機の取扱説明書によれば、注意事項は、次のとおりであっ

た。 

・排気ガス中毒のおそれあり、排気ガスがこもる場所で使用しない

でください。 

 排気ガスは、一酸化炭素など有害成分を含んでいますので、室

内、車内、倉庫、トンネル、井戸、船倉、タンク、マンホールな

ど換気の悪い場所や建物や遮へい物で風通しの悪い場所などの排

気ガスがこもる場所で使用しないでください。 

一酸化炭素は、無色、無臭の気体であり、対空気比重が０.９６７ 

である｡ 

（写真１ 本船の操舵室付近の状況、写真２ 船員室の出入口付近の

状況、写真３ 船員室内の状況、写真４ 本件区画付近の状況、写

真５ 非常口付近の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、銚子港で係留中、本件区画に置かれた本件発電機が１４日

１３時３０分ごろから運転され、本件発電機の排気が引き戸から船員

室内に流れ込んだことから、同室で就寝していた甲板員３人が一酸化

炭素を吸引し、負傷したものと考えられる。 

 本船は、降雨により、船員室左舷側の出入口扉、引き戸及び同室の

窓が閉められていた状況下、引き戸の気密が不良となっていたことか

ら、引き戸から船員室内に排気が流れ込んだものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が銚子港で係留中、本件区画に置かれた本件発電機

が１４日１３時３０分ごろから運転され、本件発電機の排気が引き戸

から船員室に流れ込んだため、同室で就寝していた甲板員３人が一酸

化炭素を吸引したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・ガソリン機関駆動の発電機は、取扱説明書を熟読してから使用す

ること。 

・ガソリン機関駆動の発電機は、暴露甲板上等の換気の良い場所で

使用すること。 

・引き戸等に装着されるゴムパッキンは、適宜、交換すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船の操舵室付近の状況 写真２ 船員室の出入口付近の状況 

写真３ 船員室内の状況 写真４ 本件区画付近の状況 写真５ 非常口付近の状況 

引き戸の 
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